
　新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの
同時流行に備え、発熱患者等の診察・検査を実施する
医療機関を「診察・検査協力医療機関」として指定し、
令和2年11月9日から運用しています。
　これに伴い、今まで新型コロナウイルス感染症に感染
した疑いがある場合には、医療機関を受診する際に「帰
国者・接触者相談センター」に相談いただいていました
が、令和2年11月9日以降はまず身近な「かかりつけ医」
に電話相談し、受診や検査の指示を受けるようにしてく
ださい。
　「かかりつけ医」がなく、相談できる医療機関もない
場合は、保健所に設置している「受診・相談センター」
にお電話いただければ、当センターから受診可能な「診
療・検査協力医療機関」をご案内します。

受診・相談センター（阿南保健所）　
☎28－9874
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問い合わせ	 ・国民健康保険税について	 税務課諸税係	 ☎22‐1114	 	 	
	 ・後期高齢者医療保険料について	 保険年金課高齢者医療係	 ☎22‐8064	 	
	 ・介護保険料について	 介護・ながいき課資格・給付係	 ☎22‐1793	    
   

世帯の主たる生計維持者の
前年の合計所得 減免割合

300万円以下 10割
400万円以下 8割
550万円以下 6割
750万円以下 4割
1,000万円以下 2割
廃業・失業 10割

世帯の主たる生計維持者の
前年の合計所得 減免割合

200万円以下 10割
200万円越 8割
廃業・失業 10割

新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方は、
申請することで保険税（料）が減免される場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響による
保険税（料）の減免
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国民健康保険税 後期高齢者医療保険料 介護保険料

（1）新型コロナウイルス感染症により、世帯の
主たる生計維持者が死亡しまたは重い傷病を
負った世帯

（1）新型コロナウイルス感染症により、世帯
の主たる生計維持者が死亡しまたは重い傷
病を負った65歳以上の方

（2）新型コロナウイルス感染症の影響により、
主たる生計維持者の事業収入等（事業、給与、
不動産、山林に限る）が減少し、次のアから
ウの全てに当てはまる世帯

ア　世帯の主たる生計維持者の事業収入等のい
ずれかの減少額（保険金等で補償された額
は除く）が、前年の当該事業収入等の額の
30％以上であること

イ　世帯の主たる生計維持者の前年の所得が
1,000万円以下であること

ウ　世帯の主たる生計維持者の減少した事業収
入等に係る所得以外の前年所得の合計が400
万円以下であること

（2）新型コロナウイルス感染症の影響により、
主たる生計維持者の事業収入等（事業、給
与、不動産、山林に限る）が減少し、次の
アとイの両方に当てはまる65歳以上の方

ア　世帯の主たる生計維持者の事業収入等
のいずれかの減少額（保険金等で補償さ
れた額は除く）が、前年の当該事業収入
等の額の30％以上であること

イ　世帯の主たる生計維持者の減少した事
業収入等に係る所得以外の前年所得の合
計が400万円以下であること

（１）の場合　全額減免
（２）の場合
      減免の対象となる保険税（料） に次の減免割
　合を適用した額

（１）の場合　全額減免
（２）の場合
　  減免の対象となる保険税（料） に次の減免
  割合を適用した額

令和元年度分および令和2年度分の保険税（料）であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの
間に納期限等が設定されている保険税（料）

申請書と収入の減少が分かる書類（売上帳、出納帳、預金通帳、令和元年中の確定申告書の写しなど）、
印鑑

発熱等の症状がある方の「相談・受診」の方法
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感
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①
飲
食
を
伴
う
懇
親
会
等
…
回
し
飲
み
や
箸
な

ど
の
共
用
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

②
大
人
数
や
長
時
間
に
及
ぶ
飲
食
…
大
き
な
声

で
の
会
話
を
控
え
ま
し
ょ
う
。

③
マ
ス
ク
な
し
で
の
会
話
…
近
距
離
で
の
会
話

は
特
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

④
狭
い
空
間
で
の
共
同
生
活
…
ト
イ
レ
な
ど
共

用
部
分
で
の
感
染
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

⑤
居
場
所
の
切
り
替
わ
り
…
休
憩
室
や
喫
煙
所
、

更
衣
室
で
も
対
策
が
緩
ま
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

☆
感
染
リ
ス
ク
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下
げ
な
が
ら
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し
ま
し
ょ
う
。

・
飲
食
を
す
る
場
合
は
、
①
少
人
数
・
短
時
間
で

②
な
る
べ
く
普
段
一
緒
に
い
る
人
と
③
深
酒
・

は
し
ご
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な
ど
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控
え
、
適
度
な
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で
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な
い
よ
う
に
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る
。

・
座
席
の
配
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は
斜
め
向
か
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に
。
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は
な
る
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く
避
け
る
。

・
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話
を
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る
と
き
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な
る
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く
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ス
ク
を
着
用
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・
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が
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い
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は
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し
な
い
。
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し
ま

す
。

・
事
業
者
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ま
に
は
、
従
業
員
の
休
暇
の
分
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取
得
に
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

☆
事
業
者
の
皆
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ま
へ
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お
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い

・「
事
業
者
版
ス
マ
ー
ト
ラ
イ
フ
宣
言
」
や
「
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
実
践
店
ス
テ
ッ
カ
ー
」
の
掲
示

を
お
願
い
し
ま
す
。

※申請については、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
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